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反自民・野党共闘と消費税政策 t.t
2024.12.18

1、岸田政権の内閣支持率が20％以下に落ちる
もと、2025年11月を任期切れとなる現政権の信
を問う総選挙は、2024年度中に行われる公算が
強い。現状では自民党が消費税10％の引き上げ
を打ち出すことはないと予測されるが、一方野
党各党はどのような消費税に対す選挙公約を打
ち出すのか、野党共闘が成立する内容が形成さ
れるか、現時点では判断できない。
それは、前回の野党各党が、概ね10％消費税

を5％に引き下げる選挙公約を打ち出していた
のに比べ、今回は立憲民主党が消費税の引き下
げについて触れない（現行10％の容認）方針を
検討していることによる。

2022年参議選の野党各党消費税公約
税率 将来

立憲 5％ 時限的 給付付税額控除
国民 5％ 給付付税額控除
維新 5％ 廃止・地方税化
共産 5％ 緊急
社民 0％ 3年間
れいわ 0％ 廃止

前回参議選時では、社民、れいわ以外の野党
は、消費税5％への引き下げで歩調を合わせた。

2、立憲の公約変更をどう見るか、
立憲は次の総選挙への消費税公約の原案で引

き下げについて変更し、泉代表は、消費の回復
を理由に、「今の経済状況で、（消費税減税を）
訴える状況にはない」と説明した。
しかし党内から公約変更に対し反発が出たこ

とから、政調会長名で「消費税減税について、
公約決定の際に「その時点の経済・社会情勢を
踏まえつつ改めて議論の上、決定する」と強調。
中長期の経済政策から外したことに関しては、
「短期的・時限的な経済対策」は対象外だった
ためだ」と釈明し、今後の議論の余地を残して
いることを述べている。［時事通信社］

消費税引き下げについての基本的立場は、現
行10％消費税率について、一般国民がどういう
感覚であるのかが一番の判断基準でなければな
らない。

その参考となるのは、現行消費税の引き下げ
に対する世論調査で、2023年11月時事通信調査
では、賛成が57.7％、反対22.3％と6割が引き下
げに賛成している。
又、岸田内閣の減税政策と関連した経済政策

として好ましい政策についての調査（JNN.11.4）
では、消費税減税が41％、所得税・住民税引き
下げが10％と回答されている。
このような世論調査の一例を見ても、有権者

の多数は現行消費税の引き下げを要請している
と判断される。
実際の私たちの生活実態からも、5パーセン

ト時の消費税負担度に比べ現在の10％税率の負
担度は、生活必需品の高騰と重なって確実に「消
費税負担が高い」と感じられており、消費税の
持つ逆進性が現れている。
立憲民主党の消費税公約は、まずもって一般

庶民の生活感覚を第一義とすべきであり、庶民
感覚と離れては民主党政権時の失敗を再び繰り
返すことになる。

3、個人消費と消費税
立憲の泉代表は、消費税引き下げを公約から

外す根拠に、個人消費の回復を理由にしている
が別表資料を見れば、2021年-2022年にかけて
個人消費対GDP構成比率で2％、前年度支出で
3％前後上昇している。これはコロナの沈静化
に伴う消費活動の復活が大きな要因と考えられ
る。
消費税が5％から8％に引き上げられた2014年

4月、10％に引き上げられた2019年4月移行を含
む過去10年の最終消費支出の対GDP比率の推移
は、別記資料2に見るように低下し続けている。

最終消費支出 消費税
年度 民間 家計 率
2012 58.0 56.6 5％
13 58.3 56.9
14 56.8 55.6 8％
15 55.4 54.2
16 54.8 53.4
17 54.5 53.2
18 54.8 53.5
19 54.6 53.3 10％
20 53.7 52.1
21 53.9 52.4
22 55.8 54.4
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消費支出はGDPの最大の構成要素をなしてお
り、2010年代当初の水準を回復する上でも5％
引き下げの経済的根拠がある。

4、消費税と税収構造の改革、累進税率復元へ

1989年に消費税（3％）が導入されてから34
年が過ぎ、この間に国税に占める税収入構造は、
当初の所得税、法人税中心型から消費税中心へ
と大きく質的変化した。
1990-2023を対比した、一般会計に占める基

幹税（所得税、法人税、消費税）の税収構造は
次のとおりである。一般会計が15.8％増加した
のに対し、所得税、法人税が当初の8割方に減
じている。もっぱら5倍となつた消費税に依存
してきた。

対 一般会計 所得税 法人税 消費税
2023 115.8 81.9 79.9 500.0
/1990
2023 100 30.6 21.1 33.0
1990 100 43.3 30.6 7.7

このいびつと言える税収構造の変化は、消費
税率の引き上げに対し、所得税率のフラット化、
法人税率引き下げによってもたらされた。金持
ち、企業優遇政策の結果である。

当面の税収構造改革

現実の財政運営においては、国税総額の41.2
％を占めるに至った消費税を即廃止することは
不可能であり、維新の地方税化へ組み換えする
考えもあるが、他の野党は消費税廃止の具体案
は示されていない。
当面の改革政策は、消費税の負担を縮小し税

収の過度な消費税依存を変えていく政策である。
そのきっかけとして、今日の消費税率引き上

げの基盤となった民主党政権時の管、野田内閣
の「社会保障と税の一体改革」-消費税の引き上
げ分は社会保障財源化し2014年4月8％、2015年
10月10％に段階的に引き上げる-という民主党
を二分した決定をどう評価位置ずけるかがある。
しかし、村山連立政権時の自衛隊に対する合

憲規定に見るように、現実の政権を担う時、政
党の論理と政権の論理とは必ずしも一致しない。
鳩山民主党政権も消費税反対の論理から、政

権交代前に成立した税制改正法付則104条の-20
11年度中に消費税率の引き上げを含む税制改正
を行う-規定に縛られることになった。政党公約
と政権の継続との板挟みに陥った。社会党と同
じ政権参加によって党が崩壊する結果を見るこ
ととなった。
その後の自公政権においても、税収構造の改

革は出されていない。新しくできた立憲民主党
は、民主党3年の政権を教訓に消費税政策を打
ち出すことが肝要である。
その内容は、消費税引き上げストップ、5％

引き下げを公約に、現行税収構造を変えていく
戦略でなければならない。

結論
野党共闘の消費税公約としては、

①今後消費税率は引き上げない。福祉財源増は、
消費税以外の所得税、法人税、資産課税で対応
する。
①税収構造を正常化、基幹三税のフラット化を
進め、累進税率、富裕税の課税を強める。
国税に占める税収構成の目標を、2000年代前

半水準、消費税30％、所得税35％、法人税25％、
資産課税10％とする。
③消費税を5％に引き下げ、減収5％分10兆円は
所得税、法人税、資産課税の引き上げでカバー
する。（別表日本の税収参照）

以上
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資料1 消費税 導入・引き上げの経過・歴史

施行年月 税率 内閣
1989(平成1)年4月1日 3% 竹下
1997(平成9)年4月1日 5% 橋本・第二次
2014(平成26)年4月1日 8% 安倍・第二次
2019(令和1)年10月1日 10％ 安倍・第四次

この間の非自民、連立、民主党政権
1993.8～細川内閣 2009.5～鳩山内閣
1994.4～羽田内閣 2010.6～管内閣
1994.6～村山内閣 2011.9～野田内閣

民主党の消費税公約と変化

2012/1/28 民主「消費税」の公約 重大違反
の軌跡くっきり! 2012年 1月 29日
◆「今回の選挙において付託された政権担当期
間中において、税率引き上げは行わない」（社民
党、国民新党との連立政権合意）
「消費税増税を行う必要はない」「4年間は（消
費税を）上げない」（鳩山元首相の国会での答弁）

×菅前首相2010年6月参院選挙前に突如「10%」
消費税増税を発表し、選挙で大敗。
×菅前首相11年年頭記者会見「消費税増税を含
む税制改革に政治生命を賭ける」
×野田首相11年11月G20(20か国・地域首脳会
議)「2010年代半ばまでに消費税を10%まで引
き上げる」と閣議決定せずに国際公約。
×政府・民主党12年1月6日「社会保障と税の一
体改革」を協議する社会保障改革本部で、消費
税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%に引
き上げる素案を正式決定。
×マニフェストでは「国の総予算207兆円を徹
底的に効率化。ムダづかい、不要不急な事業を
根絶する」「税金などをため込んだ『埋蔵金』や
資産を国民のために活用する」として、16.8兆
円の「新しい財源を生み出します」としていた。
これが破綻し、増税路線へ。
×大騒ぎした「事業仕分け」でも捻出された財
源は1兆円未満。

そして、通常国会が開幕した。1月27日の野
田首相の苦しい答弁。
×首相の答弁は「そもそも2009年8月の総選挙
の民主党マニフェストでは消費税増税に触れて
いないが、①消費税は14年4月スタートする②
今の衆院議員の任期は13年8月までである③実
際に増税するのは次の衆院解散・総選挙後の政
権で、現政権が消費税増税実現のため法案を提
出するのはマニフェスト違反ではない、という
もの。

資料2

別表


